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★事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
【事業の内容】

【業務の流れ】

【主な予算費目】
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安全・安心に暮らせ
るまちづくりの推進

「こどもまんなか社会」
の構築

産業の共生による市経
済の持続的発展

（開始年度　　　　　　年度）
（　　　　　～　　　　年度）

市志合

③予算の主な増減の理由
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(3)評価の総括（成果向上の余地・事業費削減の余地）

(4)今後の事業の方向性
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(令和 6年度実績と令和 7年度計画) 令 和  7 年  9 月 1 2 日 更 新

母子保健推進事業

   2 福祉の健幸 こども部 西本　理喜子

   6 健康づくりの推進 こども家庭課 溝部　友里

  21 病気にならない生活習慣の確立 母子保健班 1638

母子保健法、子ども・子育て支援法

一般   4   1   6    10358
単年度のみ 単年度繰返 18

 6年度で終了  6年度から開始
期間限定複数年度

（産後ケア）令和４年10月より、産後ケア事業の宿泊型・訪問型を開始。令和6年度より、新たに通所型サービスを追加し
た。
（新生児聴覚検査）令和5年度より、新生児の聴覚に関する異常の早期発見及び早期療育を図ることを目的として、新生児
聴覚検査に係る費用に対し助成事業を開始した。
（低所得世帯妊婦への初回産科受診料助成）令和6年度より、非課税世帯・生活保護世帯を対象に、初回産科受診料の助成
を開始した。
（母子健康手帳アプリ）令和6年10月から妊娠、出産、子育て期の情報発信ツールとして「こうし子育てアプリkokoa」の配
信を開始した。
（こども家庭センター）令和6年度よりこども家庭課に設置。保健師や管理栄養士等が、妊娠･出産･育児に関する相談対応
を窓口や訪問にて実施した。
（助産制度）令和6年度より、子育て支援課からこども家庭課へ移管。非課税世帯・生活保護世帯を対象に、経済的理由に
より入院助産を受けることができない妊産婦が、助産施設で入院助産を受けることができる制度。
※令和６年度より、乳幼児健診・育児相談等を(11828)乳幼児健診事業へ分割。

（産後ケア事業）委託契約、利用者からの申請受付・交付決定事務、委託料支払い事務。母子手帳交付等における事業の周知を行なう。
（新生児聴覚）協定締結、医療機関または受験者からの申請受付・交付決定事務、検査料金支払い。
（低所得世帯妊婦への初回産科受診料助成金）申請受付、交付決定事務、支払い事務。
（母子健康手帳アプリ）R6.6公募型プロポーザルにて受託者選定し委託契約。9月末まで運用開始に向けた構築作業。10月から窓口や母子保健事業を通して周知啓発。妊婦アンケートや離乳食教室ア
ンケートをオンラインで実施。委託料支払い。登録率・利用者満足度による事業評価。デジタル田園都市国家構想交付金関係事務。
（助産制度）①妊婦からの相談応対　②申請書及び関係書類受付　③審査　④助産施設入所承諾通知書または不承諾通知書の送付　⑤助産後、助産施設及び健康保険組合等からの請求　⑥支払い

報酬、職員手当等（時間外勤務手当・期末勤勉手当）、旅費（費用弁償）、需用費（消耗品費）、委託料、役務費、使用料
及び賃借料、負担金補助及び交付金

6年度事務事業の成果・実績
〇こども家庭センターとして、保健師や管理栄養士等が、妊娠･出産･育児に関する相談対応を窓口や訪問にて実施した。
〇産後ケア事業：産後1年未満のケアを必要とする母親及び児に対し、宿泊型（産婦人科医院3か所委託）、通所型および訪問型（県助産師会
委託）において母親と児のケアを実施した。【実績】申請者数　194人、延べ利用者数　宿泊型52泊、訪問型112件、通所型304件
〇新生児聴覚検査：令和5年度より、新生児の聴覚に関する異常の早期発見及び早期療育を図ることを目的として、新生児聴覚検査に係る費用
に対し助成事業を行った。【実績】新生児聴覚検査　計334件（内訳：医療機関　298件、償還払い　36件）
〇低所得妊婦への初回産科受診料助成【実績】3件
〇助産制度【実績】1件
〇令和6年10月に母子健康手帳アプリを導入した。【実績】0歳児登録数：277件

7年度計画（次年度に計画している主な内容）
事業を継続し、すべての市民が安心して妊娠・出産・子育てができるよう
支援する。

産後ケア事業の利用者増及び単価見直しによる委託料の増

産後ケア事業申請者数 人

母子健康手帳アプリ登録率（０歳児） ％

人

％

【成果向上の余地】R6.10月に母子健康手帳アプリを運用開始し、周知啓発とアプリの内容の充実を図ることで、登録者数の増加が見込める。
【事業費削減の余地】産後ケア事業について、積極的な事業利用ができるように、非課税世帯・生活保護世帯への利用料減免を設けている。
いずれの事業についても事業実施のための最低限の費用を計上しており、削減の余地はない。

廃止 縮小 事業のやり方改善 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）


